
報告第２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙

のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認

を求める。 

令和６年４月２６日提出 

市川市長  田 中  甲 

 

 



専  決  処  分  書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分をする。 

 

市川市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理  由 

 

地方税法等の一部を改正する法律が令和６年４月１日から施行されるこ

とに伴い、都市計画税の課税事務についてもこれと同様の措置を直ちに講ず

る必要があるため、市川市都市計画税条例の一部を改正する条例について地

方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をするものである。 

令和６年３月３０日 

 

市川市長  田 中  甲 



市川市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月３０日  

 

市川市長  田 中  甲  

 

 

市川市条例第２０号 

市川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

市川市都市計画税条例（昭和３１年条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

附則第３項の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年度まで」を

「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年度分の

都市計画税にあっては、１００分の２.５）」及び「（令和３年度分の都市計画税

にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を削る。 

 附則第４項及び第５項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度

から令和８年度までの各年度分」に改める。 

 附則第６項及び第７項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改める。 

 附則第８項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「（令

和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を

削る。 

 附則第１０項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都

市計画税の課税標準額）」を削る。 

 附則第１１項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令和



８年度までの各年度分」に改める。 

 附則第１３項中「附則第３項、第４項」を「附則第４項」に改める。 

 附則第１４項中「第３１項から第３３項まで」を「第３１項、第３２項」に、

「第３５項」を「第３４項」に、「第４６項」を「第４５項」に改める。 

 附則第１５項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同項中「地方税法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第７号）附則第１４条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法

律（令和６年法律第４号）附則第２１条第１項」に、「令和３年度から令和５年

度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の市川市都市計画税条例の規定は、

令和６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和５年度分までの

都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等

の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第３２項に規定する政

府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資

産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 
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